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【議案第２３号関係】

   三豊市子どもの貧困対策検討委員会設置条例 新旧対照表（抄）

【附則第３項関係】 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年三豊

市条例第５５号） 一部改正

改正後（案） 現   行

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 報酬額

略

保育所運営計画策定委員会委員 日額 8,000
子どもの貧困対策検討委員会委員 日額 8,000 
障害者福祉計画策定委員会委員 日額 8,000 

略

区分 報酬額

略

三豊市保育所運営計画策定委員会委員 日額 8,000 

障害者福祉計画策定委員会委員 日額 8,000
             略

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た

ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬日

額の半額とする。

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た

ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬日

額の半額とする。
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【議案第２４号関係】

   三豊市空家等の適正な管理に関する条例 新旧対照表（抄） 

【附則第２項関係】 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年三豊

市条例第５５号） 一部改正 

改正後（案） 現   行

別表(第2項関係) 別表(第2項関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 報酬額

略

都市計画審議会委員 日額 8,000 
空家等対策推進協議会委員 日額 8,000 
市営住宅入居者選考委員会委員 日額 8,000 

略

区分 報酬額

略

都市計画審議会委員 日額 8,000 

市営住宅入居者選考委員会委員 日額 8,000
略

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た

ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬日

額の半額とする。

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た

ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬日

額の半額とする。
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【議案第２５号関係】

   組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例 新旧対照表（抄） 

【第１条第１号関係】 三豊市総合計画審議会条例（平成１８年三豊市条例第２７８号） 一部改正  

改正後（案） 現   行

(庶務) (庶務) 
第7条 審議会の庶務は、政策部田園都市推進課において処

理する。

第7条 審議会の庶務は、政策部企画財政課  において処

理する。

【第１条第２号関係】 三豊市男女共同参画社会づくり推進協議会設置条例（平成１９年三豊市条例第６号） 

一部改正 

改正後（案） 現   行

(庶務) (庶務) 
第8条 協議会の庶務は、政策部田園都市推進課において処

理する。

第8条 協議会の庶務は、政策部企画財政課  において処

理する。

【第１条第３号関係】 三豊市事務事業外部評価委員会設置条例（平成２１年三豊市条例第３３号） 一部改正 

改正後（案） 現   行

(庶務) (庶務) 
第7条 委員会の庶務は、政策部田園都市推進課において処

理する。

第7条 委員会の庶務は、政策部企画財政課  において処

理する。

【第１条第４号関係】 三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置条例（平成２７年三豊市条例第１

号） 一部改正 

改正後（案） 現   行

(庶務) (庶務) 
第7条 委員会の庶務は、政策部田園都市推進課において処

理する。

第7条 委員会の庶務は、政策部企画財政課  において処

理する。

【第２条関係】 三豊市行政改革推進委員会設置条例（平成１９年三豊市条例第５号） 一部改正 

改正後（案） 現   行

(庶務) (庶務) 
第7条 委員会の庶務は、政策部財政課  において処理す

る。

第7条 委員会の庶務は、政策部企画財政課において処理す

る。
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【議案第２６号関係】

   三豊市情報公開条例（平成１８年三豊市条例第１１号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

改正後（案） 現   行

(手数料等) (手数料等) 
第16条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。 第16条 前条第1項の規定により行政文書の公開を受けるも

のは、別表に掲げる額の手数料を納付しなければならな

い。ただし、市長において特別の理由があると認めたと

きは、減免することができる。

2 略 2 略

(削除) 3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長において特

別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(削除) 別表(第16条関係) 
区分 金額

1 閲覧する場合 1件の行政文書につき

300円
2 写しの交付を受ける場合 1件の行政文書につき

300円
3 視聴する場合 1巻又は1枚につき 3

00円
4 電磁的記録で用紙に出力したもの

の閲覧又は交付を受ける場合

1件の行政文書につき

300円
5 電磁的記録で記録媒体に複写した

ものの交付を受ける場合

1巻又は1枚につき 3
00円

 備考

1 1件の行政文書とは、事案決定手続等を一にするも

のをいう。

2 行政文書の写しの交付等を受けるときは、行政文書

の公開を受ける場合の手数料のほか当該写しの作成

等に要する費用を負担しなければならない。
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【議案第２７号関係】 

   三豊市個人情報保護条例（平成１８年三豊市条例第１２号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

改正後（案） 現   行

(定義) (定義) 
第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する

情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをい

う。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で
作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しく

は記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表

された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下

同じ。)により特定の個人を識別することができるもの

(他の情報と照合することができ、それにより特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。)

第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する

情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができるも

の(他の情報と照合することができ、それにより特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。)をい

う。

(2) 個人識別符号が含まれるもの

2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のい

ずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のう

ち、規則で定めるものをいう。

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に

供するために変換した文字、番号、記号その他の符号

であって、当該特定の個人を識別することができるも

の

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売さ

れる商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行

されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁

的方式により記録された文字、番号、記号その他の符

号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受

ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、

又は記載され、若しくは記録されることにより、特定

の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別す

ることができるもの

3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人

種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により

害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見そ

の他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を

要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情

報をいう。

4 略 2 略

5 略 3 略

6 略 4 略

7 略 5 略

8 略 6 略

9 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23
条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において

準用する場合を含む｡第35条第2号において同じ｡)に規定

する記録に記録された特定個人情報をいう。

7 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23
条第1項及び第2項

に規定

する記録に記録された特定個人情報をいう。

10 略 8 略

11 略 9 略

12 略 10 略
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(収集の制限) (収集の制限) 
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人

情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)
の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範

囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければなら

ない。

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人

情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)
の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範

囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければなら

ない。

2・3 略 2・3 略 

4 実施機関は、要配慮個人情報            

を収集し

てはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

ときは、この限りでない。

4 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び

社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集し

てはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

ときは、この限りでない。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

第13条 実施機関は、その個人情報取扱事務であって、氏

名、生年月日その他の記述等及び個人識別符号により特

定の保有個人情報を検索することができる行政文書を利

用するものについて、個人情報取扱事務登録簿(以下「登

録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければな

らない。

第13条 実施機関は、その個人情報取扱事務であって、氏

名、生年月日その他の記述等 により特

定の保有個人情報を検索することができる行政文書を利

用するものについて、個人情報取扱事務登録簿(以下「登

録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければな

らない。

2 実施機関は、前項に規定する個人情報取扱事務を開始し

ようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務

について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければな

らない。登録した事項を変更しようとするときも、同様

とする。

2 実施機関は、前項に規定する個人情報取扱事務を開始し

ようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務

について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければな

らない。登録した事項を変更しようとするときも、同様

とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称 (1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 (2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的及び根拠 (3) 個人情報取扱事務の目的及び根拠

(4) 個人情報の記録項目 (4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の対象者の範囲 (5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 登録年月日 (6) 登録年月日

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 (7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

3・4 略  3・4 略 

(一部開示) (一部開示) 
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開

示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当

する部分を容易に区分して除くことができるときは、開

示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しな

ければならない。

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開

示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当

する部分を容易に区分して除くことができるときは、開

示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しな

ければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請

求者以外の特定の個人を識別することができるものに限

る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏

名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識

別することができることとなる記述等及び個人識別符号

の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外

の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められる

ときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれ

ないものとみなして、前項の規定を適用する。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請

求者以外の特定の個人を識別することができるものに限

る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏

名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識

別することができることとなる記述等

の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外

の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められる

ときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれ

ないものとみなして、前項の規定を適用する。

(開示の実施) (開示の実施) 
第25条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、

開示請求者に対し、当該開示決定に係る保有個人情報を

開示しなければならない。

第25条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、

開示請求者に対し、当該開示決定に係る保有個人情報を

開示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図

画、写真又はフィルム(以下「文書等」という。)に記録さ

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図

画、写真又はフィルム(以下「文書等」という。)に記録さ
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れているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録

に記録されているときはその種別、情報化の進展状況

等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただ

し、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、

実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書等

の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その

他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行

うことができる。

れているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録

(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録をいう。以下同

じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状

況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただ

し、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、

実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書等

の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その

他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行

うことができる。

3・4 略 3・4 略

(利用停止請求権) (利用停止請求権) 
第36条 何人も、第25条第1項又は第27条第2項の規定によ

り開示を受けた自己又は死亡した者を本人とする保有個

人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同

じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するとき

は、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該

各号に定める措置を請求することができる。ただし、死

亡した者を本人とする保有個人情報の利用の停止、消去

又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求は、当

該保有個人情報の開示を受けた遺族に限り、これをする

ことができる。

第36条 何人も、第25条第1項又は第27条第2項の規定によ

り開示を受けた自己又は死亡した者を本人とする保有個

人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同

じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するとき

は、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該

各号に定める措置を請求することができる。ただし、死

亡した者を本人とする保有個人情報の利用の停止、消去

又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求は、当

該保有個人情報の開示を受けた遺族に限り、これをする

ことができる。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

2 何人も、第25条第1項又は第27条第2項の規定により開示

を受けた自己又は死亡した者を本人とする保有特定個人

情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)
が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、こ

の条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を

保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求

することができる。

2 何人も、第25条第1項又は第27条第2項の規定により開示

を受けた自己又は死亡した者を本人とする保有特定個人

情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)
が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、こ

の条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を

保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求

することができる。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適

法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情

報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有され

ているとき、第7条の2の規定に違反して利用されてい

るとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若

しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定

に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録さ

れているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又

は消去

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適

法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情

報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有され

ているとき、第7条の2の規定に違反して利用されてい

るとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若

しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定

に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録さ

れているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又

は消去

(2) 第7条の3の規定に違反して提供されているとき 当

該保有特定個人情報の提供の停止

(2) 第7条の3の規定に違反して提供されているとき 当

該保有特定個人情報の提供の停止

3 略  3 略
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【議案第２８号関係】

   三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年三豊市条例第５０号） 一部改正 新旧対照表

（抄） 

改正後（案） 現   行

(週休日及び勤務時間の割振り) (週休日及び勤務時間の割振り) 
第3条 略 第3条 略

2 略 2 略

3 任命権者は、試験研究に関する業務に従事する職員で規

則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について

職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振るこ

とが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項

の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、職員

の申告を経て、4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤

務時間が38時間45分(短時間勤務職員にあっては、前条第

2項の規定に基づき定める時間)となるように当該職員の勤

務時間を割り振ることができる。

3 任命権者は、試験研究に関する業務に従事する職員で規

則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について

職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振るこ

とが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項

の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員

の申告を経て、4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤

務時間が38時間45分(短時間勤務職員にあっては、前条第

2項の規定に基づき定める時間)となるように当該職員の勤

務時間を割り振ることができる。

第4条 略 第4条 略

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割

振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週
間ごとの期間につき8日(短時間勤務職員にあっては、8日
以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の

特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期

間につき8日(短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休

日を設けることが困難である職員について、市長と協議

して、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間

につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合

には、この限りでない。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割

振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週
間ごとの期間につき8日(短時間勤務職員にあっては、8日
以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の

特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期

間につき8日(短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休

日を設けることが困難である職員について、市長と協議

して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間

につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合

には、この限りでない。

(週休日の振替等) (週休日の振替等) 
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定によ

り週休日とされた日において特に勤務することを命ずる

必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条
第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割

り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)の
うち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更し

て当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務するこ

とを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内に

ある勤務日の勤務時間のうち3時間30分又は4時間15分(公
務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必

要がある職員については、任命権者が別に定める時間。

以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時
間30分又は4時間15分の勤務時間を当該勤務することを命

ずる必要がある日に割り振ることができる。

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定によ

り週休日とされた日において特に勤務することを命ずる

必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条
第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割

り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)の
うち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更し

て当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務するこ

とを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内に

ある勤務日の勤務時間のうち3時間30分又は4時間15分(公
務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必

要がある職員については、任命権者が別に定める時間。

以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時
間30分又は4時間15分の勤務時間を当該勤務することを命

ずる必要がある日に割り振ることができる。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務) (育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務) 
第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地
方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項におい

て子に含まれるものとされる者を含む。以下この条及び

次条において同じ。)のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育するために請求した場合には、公務

の正常な運営を妨げる場合を除き、規則で定めるところに

より、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び

終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとし

てあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振

りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるもの

第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育するために請求した場合には、公務

の正常な運営を妨げる場合を除き、規則で定めるところに

より、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び

終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとし

てあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振

りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるもの
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とする。 とする。

2 前項の規定は、第17条第1項に規定する日常生活を営む

のに支障がある者を介護する職員について準用する。こ

の場合において、前項中「小学校就学の始期に達するま

での子(地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１

項において子に含まれるものとされる者を含む。以下こ

の条及び次条において同じ。)のある職員が、規則で定め

るところにより、当該子を養育する」とあるのは「第17
条第1項に規定する日常生活を常むのに支障がある者(以下

「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるとこ

ろにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるもの

とする。

2 前項の規定は、第17条第1項に規定する日常生活を営む

のに支障がある者を介護する職員について準用する。こ

の場合において、前項中「小学校就学の始期に達するま

での子

のある職員が、規則で定め

るところにより、当該子を養育する」とあるのは「第17
条第1項に規定する日常生活を常むのに支障がある者(以下

「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるとこ

ろにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるもの

とする。

3 略 3 略

(育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間に

おける勤務等の制限) 
(育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間に

おける勤務等の制限) 
第10条 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が、

規則で定めるところにより、当該子を養育するために請

求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理する

ための措置を講ずることが著しく困難である場合を除

き、第8条に規定する勤務(災害その他避けることのできな

い事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならな

い。

第10条 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が、

規則で定めるところにより、当該子を養育するために請

求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理する

ための措置を講ずることが著しく困難である場合を除

き、第8条に規定する勤務(災害その他避けることのできな

い事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならな

い。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後

10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項にお

いて同じ。)において常態として当該子を養育することが

できるものとして規則で定める者に該当する場合におけ

る当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当

該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な

運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせては

ならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後

10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項にお

いて同じ。)において常態として当該子を養育することが

できるものとして規則で定める者に該当する場合におけ

る当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当

該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な

運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせては

ならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する

ために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく困難である場

合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超

えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する

ために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく困難である場

合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超

えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第17条第1項に規定する日常生活を営む

のに支障がある者(以下この項において「要介護者」とい

う。)を介護する職員について準用する。この場合におい

て、第1項中「3歳に満たない子を養育する職員が、規則

で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中

「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌

日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)
において常態として当該子を養育することができるものと

して規則で定める者に該当する場合における当該職員を除

く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」と

あり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養

育」とあるのは、「要介護者のある職員(ただし、規則で

定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、

規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、

第1項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務

の正常な運営を妨げる」と、第2項中「深夜における」と

4 前2項の規定は、第17条第1項に規定する日常生活を営む

のに支障がある者(以下この項において「要介護者」とい

う。)を介護する職員について準用する。この場合におい

て

、第2項中「小学

校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者

で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午

前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)におい

て常態として当該子を養育することができるものとして

規則で定める者に該当する場合における当該職員を除

く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」と

あるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者

に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定

めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜に

おける」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時
までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の

始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるとこ

ろにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある

職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当
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あるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間を

いう。)における」               と読

み替えるものとする。

該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定

めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替える

ものとする。

5 略 5 略

(時間外勤務代休時間) (時間外勤務代休時間) 
第10条の2 任命権者は、三豊市職員の給与に関する条例

(平成18年三豊市条例第61号)第18条第4項の規定により時

間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定める

ところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わ

る措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時

間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第

2項若しくは第3項、第4条又は第5条の規定により勤務時

間が割り振られた日(第12条第1項において「勤務日等」

という。)のうち次条に規定する休日及び第12条第1項に

規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全

部又は一部を指定することができる。

第10条の2 任命権者は、三豊市職員の給与に関する条例

(平成18年三豊市条例第61号)第18条第4項の規定により時

間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定める

ところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わ

る措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時

間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第

2項若しくは第3項、第4条又は第5条の規定により勤務時

間が割り振られた日(第12条第1項において「勤務日等」

という。)のうち次条に規定する休日及び第12条第1項に

規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全

部又は一部を指定することができる。

2 略 2 略

(休日の代休日) (休日の代休日) 
第12条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年

始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)であ

る勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において

「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務するこ

とを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該

休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」

という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条の2第1項
の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等

及び休日を除く。)を指定することができる。

第12条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年

始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)であ

る勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において

「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務するこ

とを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該

休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」

という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条の2第1項
の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等

及び休日を除く。)を指定することができる。

2 略 2 略

(休暇の種類) (休暇の種類) 
第13条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休

暇、介護休暇及び介護時間とする。

第13条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休

暇及び介護休暇     とする。

(介護休暇) (介護休暇) 
第17条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下こ

の項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規

則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める

期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをい

う。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で

定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の

各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3
回を超えず、かつ、通算して6月(地方公務員法第28条の4
第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2
項の規定により採用された職員にあっては、規則で定め

る期間)を超えない範囲内で指定する期間(以下｢指定期間｣

という。)内において勤務しないことが相当であると認め

られる場合における休暇とする。

第17条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項にお

いて同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定め

る者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわ

たり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするた

め、勤務しないことが相当であると認められる場合にお

ける休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間            

内におい

て必要と認められる期間とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規

定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続

する6月(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項
又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用され

た職員にあっては、規則で定める期間)の期間内において

必要と認められる期間とする。

3 略 3 略

(介護時間) 
第17条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするた
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め、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続す

る状態ごとに､連続する3年の期間(当該要介護者に係る指

定期間と重複する期間を除く｡)内において1日の勤務時間

の一部につき勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日
につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間と

する。

3 介護時間については、三豊市職員の給与に関する条例第

21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、

同条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額

する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認) (病気休暇、特別休暇及び介護休暇     の承認) 
第18条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、
介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところ

により、任命権者の承認を受けなければならない。

第18条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)及
び介護休暇     については、規則の定めるところ

により、任命権者の承認を受けなければならない。
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【議案第２９号関係】

   三豊市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年三豊市条例第５１号） 一部改正 新旧対照表（抄）

改正後（案） 現   行

第2条 略 第2条 略

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者) 
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児

童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定す

る養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4
項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、

同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児

童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条
第1項第3号の規定により委託されている当該児童とす

る。

第2条の3 略 第2条の2 略

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事

情) 
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事

情) 
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別

の事情は、次に掲げる事情とする。

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別

の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は

出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失

った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げ

る場合に該当することとなったこと。

  ア 死亡した場合

  イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場

合

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若し

くは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を

失い、又は第5条に規定する事由に該当したことにより

当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休

業若しくは出産に係る子若しくは同条に規定する承認

に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居

することとなったこと。

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該

当したことにより当該育児休業の承認が取り消された

後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に

該当することとなったこと。

  ア 前号ア又はイに掲げる場合

  イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定

による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別

養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は

養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第

3号の規定による措置が解除された場合

(3) 略 (2) 略

(4) 略 (3) 略

(5) 略 (4) 略

(6) 略 (5) 略

(部分休業の承認) (部分休業の承認) 
第10条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分

休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の初

め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとす

る。

第10条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分

休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の初

め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとす

る。

2 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年
三豊市条例第50号)第16条の規定により規則で定める育児

のための特別休暇又は勤務時間、休暇等に関する条例第

17条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務

しない職員に対する部分休業の承認については、1日につ

き2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行う

ものとする。

2 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年
三豊市条例第50号)第16条の規定により規則で定める育児

のための特別休暇を承認されている職員       

に対する部分休業の承認については、1日につき

2時間から当該特別休暇を承認されている時間 

を減じた時間を超えない範囲内で行うも

のとする。
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【議案第３０号関係】

   三豊市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２８年三豊市条例第３７号） 一部改正 新

旧対照表（抄） 

改正後（案） 現   行

第2条 三豊市職員の給与に関する条例の一部を次のように

改正する｡

  第13条第2項第2号中｢及び孫｣を削り、同項中第5号を第

6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号
の次に次の1号を加える｡

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に

ある孫

  第13条第3項を次のように改める｡

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号ま

でのいずれかに該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる配

偶者、父母等｣という｡)については1人につき6,500円(行
政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級で

あるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でそ

の職務の級が4級であるもの(以下「行8級職員等｣とい

う｡)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養

親族(以下｢扶養親族たる子｣という｡)については1人につ

き1万円とする｡

  第14条第1項中｢いずれかに該当する事由｣を｢いずれか

に掲げる事実｣に改め、｢(新たに職員となった者に扶養親

族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場

合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含

む｡)｣を削り、同項第2号中｢前条第2項第2号又は第4号｣を

｢扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号｣に改

め、同項第3号及び第4号を削り、同条第2項本文中｢、扶

養親族｣を｢、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係

るもの｣に改め、｢ない｣の次に｢場合においてその｣を加

え、｢前項第1号｣を｢同項第1号｣に、｢生じた場合において

は｣を｢生じたときは｣に改め、同項ただし書中｢前項第1号｣

を｢同項｣に改め、同条第3項中｢これを受けている職員に更

に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受

けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るも

のの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手

当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に

掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項

の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でな

かった者が特定期間にある子となった｣を｢次の各号のいず

れかに掲げる事実が生じた｣に、｢これらの｣を｢その｣に、

｢扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号｣を｢第1号｣

に改め、｢(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届

出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族た

る配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる

子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く｡)及び扶

養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で

同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のな

い職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等

に係る扶養手当の支給額の改定｣を削り、同項に次の各号

を加える｡

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲

げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規

定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を

欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による

届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等以

外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による

第2条 三豊市職員の給与に関する条例の一部を次のように

改正する｡

  第13条第2項第2号中｢及び孫｣を削り、同項中第5号を第

6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号
の次に次の1号を加える｡

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に

ある孫

  第13条第3項を次のように改める｡

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号ま

でのいずれかに該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる配

偶者、父母等｣という｡)については1人につき6,500円(行
政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級で

あるもの

(以下｢行8級職員 ｣とい

う｡)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養

親族(以下｢扶養親族たる子｣という｡)については1人につ

き1万円とする｡

  第14条第1項中｢いずれかに該当する事由｣を｢いずれか

に掲げる事実｣に改め、｢(新たに職員となった者に扶養親

族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場

合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含

む｡)｣を削り、同項第2号中｢前条第2項第2号又は第4号｣を

｢扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号｣に改

め、同項第3号及び第4号を削り、同条第2項本文中｢、扶

養親族｣を｢、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係

るもの｣に改め、｢ない｣の次に｢場合においてその｣を加

え、｢前項第1号｣を｢同項第1号｣に、｢生じた場合において

は｣を｢生じたときは｣に改め、同項ただし書中｢前項第1号｣

を｢同項｣に改め、同条第3項中｢これを受けている職員に更

に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受

けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るも

のの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手

当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に

掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項

の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でな

かった者が特定期間にある子となった｣を｢次の各号のいず

れかに掲げる事実が生じた｣に、｢これらの｣を｢その｣に、

｢扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号｣を｢第1号｣

に改め、｢(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届

出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族た

る配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる

子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く｡)及び扶

養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で

同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のな

い職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等

に係る扶養手当の支給額の改定｣を削り、同項に次の各号

を加える｡

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲

げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規

定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を

欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による

届出に係るものがある行8級職員 が行8級職員 以

外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による
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届出に係るものがある職員で行8級職員等以外のもの

が行8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に

係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定

期間にある子となった場合

  第29条第2項第1号中｢、6月に支給する場合においては1
00分の80、12月に支給する場合においては100分の90｣を
｢100分の85｣に改め、同項第2号中｢、6月に支給する場合

においては100分の37.5、12月に支給する場合においては

100分の42.5｣を｢100分の40｣に改める｡

届出に係るものがある職員で行8級職員 以外のもの

が行8級職員 となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に

係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定

期間にある子となった場合

  第29条第2項第1号中｢、6月に支給する場合においては1
00分の80、12月に支給する場合においては100分の90｣を
｢100分の85｣に改め、同項第2号中｢、6月に支給する場合

においては100分の37.5、12月に支給する場合においては

100分の42.5｣を｢100分の40｣に改める｡

   附 則    附 則

(扶養手当に関する特例) (扶養手当に関する特例) 
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、

第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において

｢第2条改正後給与条例｣という｡)第14条第3項第3号及び第

4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第13条第3項
の規定の適用については、同項中｢前項第1号及び第3号か

ら第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下｢扶養親

族たる配偶者、父母等｣という｡)については1人につき6,50
0円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8
級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員で

その職務の級が4級であるもの(以下｢行8級職員等｣とい

う｡)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親

族(以下｢扶養親族たる子｣という｡)については1人につき1
万円｣とあるのは｢前項第1号に該当する扶養親族(以下｢扶

養親族たる配偶者｣という｡)については1万1,500円、同項

第2号に該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる子｣という｡)
については1人につき7,500円(職員に配偶者がない場合に

あっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から

第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下｢扶養親族

たる父母等｣という｡)については1人につき6,500円(職員に

配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については9,0
00円)｣とする｡

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、

第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において

｢第2条改正後給与条例｣という｡)第14条第3項第3号及び第

4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第13条第3項
の規定の適用については、同項中｢前項第1号及び第3号か

ら第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下｢扶養親

族たる配偶者、父母等｣という｡)については1人につき6,50
0円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8
級であるもの

(以下｢行8級職員 ｣とい

う｡)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親

族(以下｢扶養親族たる子｣という｡)については1人につき1
万円｣とあるのは｢前項第1号に該当する扶養親族(以下｢扶

養親族たる配偶者｣という｡)については1万1,500円、同項

第2号に該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる子｣という｡)
については1人につき7,500円(職員に配偶者がない場合に

あっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から

第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下｢扶養親族

たる父母等｣という｡)については1人につき6,500円(職員に

配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については9,0
00円)｣とする｡

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2
条改正後給与条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適

用せず、第2条改正後給与条例第13条第3項の規定の適用

については、同項中｢前項第1号及び第3号から第6号まで

のいずれかに該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる配偶

者、父母等｣という｡)については1人につき6,500円(行政職

給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるも

の及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の

級が4級であるもの(以下｢行8級職員等｣という｡)にあって

は、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下｢扶養

親族たる子｣という｡)については1人につき1万円｣とあるの

は｢前項第1号に該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる配偶

者｣という｡)については9,500円、同項第2号に該当する扶

養親族(以下｢扶養親族たる子｣という｡)については1人につ

き8,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち

1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれ

かに該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる父母等｣とい

う｡)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場

合にあっては、そのうち1人については8,000円)｣とする｡

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2
条改正後給与条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適

用せず、第2条改正後給与条例第13条第3項の規定の適用

については、同項中｢前項第1号及び第3号から第6号まで

のいずれかに該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる配偶

者、父母等｣という｡)については1人につき6,500円(行政職

給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるも

の

(以下｢行8級職員 ｣という｡)にあって

は、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下｢扶養

親族たる子｣という｡)については1人につき1万円｣とあるの

は｢前項第1号に該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる配偶

者｣という｡)については9,500円、同項第2号に該当する扶

養親族(以下｢扶養親族たる子｣という｡)については1人につ

き8,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち

1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれ

かに該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる父母等｣とい

う｡)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場

合にあっては、そのうち1人については8,000円)｣とする｡

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2
条改正後給与条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適

用せず、第2条改正後給与条例第13条第3項の規定の適用

については、同項中｢前項第1号及び第3号から第6号まで

のいずれかに該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる配偶

者、父母等｣という｡)については1人につき6,500円(行政職

給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるも

の及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の

級が4級であるもの(以下｢行8級職員等｣という｡)にあって

は、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下｢扶養

親族たる子｣という｡)については1人につき1万円｣とあるの

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2
条改正後給与条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適

用せず、第2条改正後給与条例第13条第3項の規定の適用

については、同項中｢前項第1号及び第3号から第6号まで

のいずれかに該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる配偶

者、父母等｣という｡)については1人につき6,500円(行政職

給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるも

の

(以下｢行8級職員 ｣という｡)にあって

は、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下｢扶養

親族たる子｣という｡)については1人につき1万円｣とあるの
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は｢前項第1号に該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる配偶

者｣という｡)については7,500円、同項第2号に該当する扶

養親族(以下｢扶養親族たる子｣という｡)については1人につ

き9,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち

1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれ

かに該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる父母等｣とい

う｡)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場

合にあっては、そのうち1人については7,000円)｣とする｡

は｢前項第1号に該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる配偶

者｣という｡)については7,500円、同項第2号に該当する扶

養親族(以下｢扶養親族たる子｣という｡)については1人につ

き9,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち

1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれ

かに該当する扶養親族(以下｢扶養親族たる父母等｣とい

う｡)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場

合にあっては、そのうち1人については7,000円)｣とする｡

4 略 4 略



16 

【議案第３１号関係】

   三豊市農村公園条例（平成１８年三豊市条例第１６０号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

改正後（案） 現   行

(設置) (設置) 
第1条 農村の環境改善並びに農村集落居住者の健康増進及

び憩いの場の提供の   ため、三豊市農村公園(以下

「農村公園という。)を設置する。

第1条 農村の環境改善及び農村集落居住者の日常的な健康

増進と憩いの場を提供するため、三豊市農村公園(以下

「農村公園という。)を設置する。

(賠償) (賠償) 
第3条 農村公園の施設等を毀損し、汚損し、又は滅失した

者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があ

ると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除すること

ができる。

第3条 農村公園の施設等をき損し、汚損し、又は滅失した

者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があ

ると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除すること

ができる。

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
名称 位置

略

三豊市高瀬町上分西公園 三豊市高瀬町新名894番地1
三豊市高瀬町上分東公園 三豊市高瀬町新名1331番地5 

1332番地7 
略

三豊市豊中町下高野農村公

園

三豊市豊中町下高野462番地

三豊市豊中町中尾農村児童

公園

三豊市豊中町上高野3562番地1 

名称 位置

略

三豊市高瀬町上分西公園 三豊市高瀬町新名894番地

三豊市高瀬町上分東公園 三豊市高瀬町新名1331番地5 
1334番地7

略

三豊市豊中町下高野農村公

園

三豊市豊中町下高野462番地

三豊市豊中町眉山農村公園 三豊市豊中町笠田笠岡190番地1
三豊市豊中町中尾農村児童

公園

三豊市豊中町上高野3562番地1 
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【議案第３２号関係】

   三豊市企業立地促進条例（平成２３年三豊市条例第２号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

改正後（案） 現   行

(定義) (定義) 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略

(6) 試験研究施設 技術革新の進展に即応した高度な技

術を開発し、又は当該技術を製品の開発若しくは生産

に利用するための試験又は研究の用に供する施設をい

う。

(7) 製造業施設等 製造業施設、運輸業施設、物流拠点

施設、情報処理関連施設又は試験研究施設をいう。

(6) 製造業施設等 製造業施設、運輸業施設、物流拠点

施設又は情報処理関連施設       をいう。
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【議案第３３号関係】

   三豊市都市計画審議会条例（平成１８年三豊市条例第１９１号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

改正後（案） 現   行

(組織) (組織) 
第2条 審議会は、20人以内の委員で組織する。 第2条 審議会は、20人以内の委員で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。

(削除) (1) 市議会議員

(1) 学識経験者 (2) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員 (3) 関係行政機関の職員

(3) 本市の住民 (4) 本市の住民

3 略 3 略

4 略 4 略
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【議案第３５号関係】

   三豊市がんばる企業応援事業補助金審査委員会設置条例を廃止する条例 新旧対照表（抄） 

【附則第２項関係】 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年三豊

市条例第５５号） 一部改正 

改正後（案） 現   行

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 報酬額

略

産業振興審議会委員 日額 8,000 

ものづくり大賞審査委員会委員 日額 8,000 
略

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た

ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬日

額の半額とする。

区分 報酬額

略

産業振興審議会委員 日額 8,000 
がんばる企業応援事業補助金審査委員会

委員

日額 8,000 

ものづくり大賞審査委員会委員 日額 8,000 
略

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た

ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬日

額の半額とする。
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【議案第３６号関係】

   香川県中部広域競艇事業組合規約（昭和４3年香川県告示第１８号） 一部変更 新旧対照表（抄） 

変更後（案） 現   行

(事務所の位置) (事務所の位置) 
第 4 条 組合の事務所は、香川県丸亀市富士見町四丁目 1 番

1 号 丸亀市ボートレース事業局内に置く。

第 4 条 組合の事務所は、香川県丸亀市富士見町四丁目 1 番

1 号 丸亀市競艇事業局内    に置く。


